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『放課後等デイサービス自己点検及び評価シート』 

 

作 成 日： 令和 2年 5月 22日           

事 業 所 名：児童デイサービスパークス 

  現在の取組内容・今後の改善目標（内容） 

１
環
境
・
体
制
整
備 

①支援内容にあった指導訓

練室・相談スペース等の確

保 

戸建て住宅を活用しているので、全体活動の場とクールダ

ウンや個別支援の必要な場合などで部屋を分けることが

出来ている。リビングを全体活動の場としているが、車い

す・バギー使用児が多い時にはスペースが手狭になる為、

部屋を分けるなどの工夫が必要となる。 

劣化していた玄関スロープを修繕済み。 

②職員の専門性・配置数 

あい・さかいサポートリー

ダーの配置の有無 

教諭や保育士・介護福祉士等を配置している。配置数は基

準よりも多く配置しているが、利用児の状況や送迎時・入

浴時に現場のスタッフが減る場合手薄と感じることもあ

る。全スタッフが 1年以上勤続しており、連携した支援が

出来ていると感じる。ＯＴやＳＴなどの専門職については

配置できていない。保育士・介護福祉士等の資格について

は法人として積極的に受験をサポートしている。 

あい・さかいサポートリーダー２名 

③送迎体制・添乗員の確保 添乗員は必要な児童には確保しているが、各学校へのお迎

え時間が重なっており確保できていないこともある。出来

る限り添乗員が同行できる体制を取っている状態である。

支援にあたるスタッフが送迎を行っているので、学校の先

生からの引継ぎや保護者へ利用時の様子を伝えることで

連携が取りやすくなっている 

④合理的配慮の視点に基づ

く環境整備 

知的障がいや身体障がいどちらにも対応できる事業所を

目指しており、合理的配慮を必要とする児童に対しては部

屋を分けるなどして対応を行っている。各階にトイレは一

つずつあるが、誰かが先にトイレに入っていれば身体に障

がいのある児童は待つか、スタッフが抱えて 2階に行くし

かないのが現状。賃貸の為、現状の中で出来る範囲の配慮

を行っていく。 

⑤職員の健康診断の実施 年１回の健康診断の実施を行っている。インフルエンザの

予防接種は会社負担で行っている。 

２
業
務
改
善 

①アンケート等による利用

児・保護者のニーズの把握

とフィードバック 

毎年保護者へアンケートを行い、改善策等をフィードバッ

クしている。面談時にも不安や要望などを聞き、スタッフ

間で共有している。また、スタッフにもアンケートを取っ

ている。事業所としての改善だけでなくスタッフの働きや

すい職場作りが児童への支援の向上になると考えている。 
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②職員の支援技術の向上・

虐待防止等の研修 

（障害児通所支援事業者育

成事業利用の有無） 

研修には社員だけでなく非常勤スタッフにも出席しても

らい、内容を社内で共有できるように話し合いや回覧を行

っている。障がい特性の理解の部分では、各スタッフで知

識の差があるので社内での研修の機会や職員会議の際に

密に話し合っている。介助研修では、実際に介助される役

にもなり受ける側の気持ちを知り、細やかな配慮が出来る

ことを目指している。障害児通所支援事業者育成事業を利

用し指導、助言をいただいた。 

 

③利用児、保護者からの苦

情や意見への対応及び事業

運営への反映 

基本的には管理者クラスで対応を行っているが送迎に行

ったスタッフが話を聞くなどした場合には一旦持ち帰り、

対応を検討したうえでフィードバックを行っている。 

３
適
切
な
支
援
の
提
供 

①児童発達支援管理責任者

による放課後等デイサービ

ス計画の作成（アセスメン

ト・利用児及び保護者の意

向確認・計画案の作成・会

議開催・計画の保護者への

説明及び交付） 

児童発達支援管理責任者により、計画等について保護者や

利用児の意向を確認して計画及び説明を行っている。初回

の計画と、事業所に通所して慣れてきた頃とでは様子も違

ってくることも多いので利用児の状況を把握し、保護者と

連携して次の計画に繋げている。基本的にケース会議は社

員で行うが、対応が難しいケースなどは全体会議の場で話

し合っている。 

②モニタリングの実施、計

画の見直し 

半年に一度事業所内にて面談を行っており、半年での変化

や課題などゆっくり話す場を設けている。その際に色々な

意見や要望も聞き、計画だけでなく日々の生活についても

話し合っている。面談に来てもらった際には、日々の活動

の記録を写真や動画で見てもらうことによりわかりやす

く活動の内容を伝えることが出来ている。 

③個別の課題に対応した活

動内容・プログラム 

全体での活動プログラムや個別のプログラムを用意し、状

況や児童に合わせて取り入れている。学年が上がるにつ

れ、事業所で過ごす時間は短いので短時間の利用児には個

別活動は難しいのが現状。入浴支援を行っており、レスパ

イトの側面だけでなく自立に向けた生活訓練の場として

も評価してもらっている。 

④ミーテイング等の実施 児童帰宅後に、スタッフ間で本日の出来事や、支援の内容

について意見を出している。社員・非常勤全員参加の会議

は月に１回定期的に行っており、不安や気になることなど

各スタッフからの意見を取り入れている。 

⑤支援内容の記録 利用時の様子を毎日個別に取っており、その日居合わせな

かったスタッフも回覧できるようにしている。その日の児

童の様子を詳細に記録することで課題や変化を確認しや

すくなっている。その時の背景や会話なども記録すること

でモニタリングや次回の支援計画にも活用しやすい。 
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４
関
係
機
関
と
の
連
携 

①サービス担当者会議への

参加（障害児相談支援事業

所との連携） 

参加できている。関係事業所・保護者を含めた会議もあり

支援内容の共有を行っている。ただ、サービス担当者会議

自体は該当する児童が少ないと思われる。普段と違った情

報は出来る限り学校や相談支援へこまめに連絡を取って

いる。 

②学校との連携 学校へのお迎えの際などに、利用児の状況や学校での支援

の内容などを確認している。事業所での出来事も伝えるこ

とで先生方からも児童の様子を詳しく聞くことが出来て

いる。 

③他の放課後等デイサービ

ス事業所、障害福祉サービ

ス事業所等との連携 

放課後連絡会などで他事業所との交流の場があるので、支

援の内容などについて情報交換を行っている。 

生活介護事業所との交流の機会を設けており、児童だけで

なくスタッフ同士の情報共有を行っている。 

④（特に医療的ケアを必要

とする利用児について）主

治医等との連携・連絡体制 

看護師を配置することが出来ていない為、医療的ケアの必

要な児童を受け入れすることが出来ていない。児童の特性

上、特に注意する点については主治医等に直接、支援方法

についてアドバイスをもらうなどして連携をとっている。 

⑤学校を卒業する際の就労

移行支援（引継ぎ等）、就学

前施設との連携（情報共

有・引継ぎ等 

卒業前に当事業所と新事業所とで担当者会議を行い、児童

の特性や注意点など新しい事業所へ児童がスムーズに移

行できるように話し合いの場を設けている。引き継ぎを行

うことで変化した環境に少しでも早く落ち着いて過ごせ

るようになってもらいたいと考えている。 

⑥「あい・ふぁいる」の活

用 

現在のところ活用なしだが、社外研修でも取り上げられる

ことが多かったので、面談時の保護者との新たなツールと

して活用していきたいと考えている。 

５
保
護
者
へ
の
説
明
責
任
等 

①運営規定、支援内容、利

用者負担の説明 

見学時や契約時に説明している。金額等に変更があった際

には書面にて交付している。支援の内容などについては

日々の送迎や電話連絡で保護者の意見ももらいながら行

っている。 

②保護者からの相談への適

切な対応、必要な助言 

不安や不満があった際には出来る限り、保護者へ寄り添う

対応を心掛けている。基本的には管理者クラスで対応を行

っているが送迎に行ったスタッフが話を聞くなどした場

合には一旦持ち帰り、対応を検討したうえでフィードバッ

クを行っている。 

③会報の発行等による活動

内容や行事予定等の定期的

な発信 

毎月発行している。個人宛のお便りにすることで、１ヶ月

の出来事を１人１人総括として伝えている。全員共通の内

容の部分では、活動の予告や報告を行っている。保護者だ

けでなく、児童も楽しみにしてくれている。 
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④日々の支援内容、利用児

の様子、おやつ等の保護者

への報告 

連絡帳に日々の様子を記載し、送迎時にも出来事や特記事

項を伝えるようにしている。送迎には支援にあたったスタ

ッフが行っているので、その時の背景や児童の気持ちなど

詳しく伝えることが出来ていると思う。送迎時には連絡帳

に記載した内容以外のことを伝えられるように心掛けて

いる。 

⑤おやつ代等実費徴収して

いる費用にかかる領収書の

発行、精算報告 

毎月、請求書・領収書を発行している。実費分に関しても、

毎月収支報告を発行している。 

⑥身体拘束を行う場合の決

定手順、利用児・保護者へ

の説明、計画への記載 

該当する児童に対しては、保護者に身体拘束となった場合

の手順を説明し確認をもらっている。身体拘束を行う必要

がでた場合には、会議を行い改善策等の提示をしていきた

い。車いすのベルト等の身体固定具を使用する児童に対し

ては別途保護者に確認をもらっている。 

６
非
常
時
の
対
応 

①緊急時対応マニュアル、

感染症マニュアル、事故対

応マニュアルの整備と職員

への周知 

マニュアルはあるが、書かれている内容だけでなく児童や

緊急時の状況に合わせて応用できるようにスタッフ間で

共通認識を持てるように普段から心掛けている。 

②非常災害の計画策定、避

難・救出・その他必要な訓

練の実施 

避難訓練は児童のいる時間帯に毎月行っており、不審者対

策や火事・地震など発生時の状況を変えながら訓練を行っ

ている。不測の事態でも対応できるように「●●の場合」

「■■の場合」等様々な状況を想定した避難計画案を作成

し、訓練を行っている。 

③ヒヤリハット、事故の事

案を収集し再発防止等につ

いて事業所内において共有 

ヒヤリハットなどに該当する事案はスタッフ間で共有し、

再発防止に向けて改善策や対応の方法について話し合い

の場を設けている。日頃から小さいことだが気になること

を社内のツールを用いて共有し、情報の確認漏れがないよ

う気を付けている。 

７
そ
の
他 

① 地域との交流 近隣の清掃を定期的に行う。地域の方と一緒に参加する等

のイベントは取り組めなかったが、今後は地域での活動に

ついて出来ることを考えていきたい。 

 


